
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桜
の
花
び
ら
が
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
る
中
、
今
年
の
年
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　

児
が
入
園
し
て
き
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
。
元
気
一
杯
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
の
子
も
う
れ
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

顔
。
泣
い
て
い
る
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
…
一
人
も
い
ま
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ん
。
「
お
め
で
と
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
投
げ
掛
け
に
「
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
が
と
う
」
と
言
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
こ
と
に
驚
き
、 「
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ん
ぽ
ぽ
組
さ
ん
」
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　

び
か
け
る
と
、
間
違

い
な
く
「
は
ー
い
」
と
答
え
る
し
っ
か
り
さ

に
び
っ
く
り
。
き
っ
と
幼
稚
園
が
楽
し
み
で

う
れ
し
さ
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

で
も
、
少
し
心
配
に
な
り
ま
し
た
。
お
母

さ
ん
と
別
れ
て
一
人
で
登
園
す
る
日
は
ど
う

な
る
の
で
し
ょ
う
。
「
今
日
は
お
利
口
で
頑

張
っ
て
ね
」
と
励
ま
さ
れ
た
お
母
さ
ん
の
言

葉
の
魔
力
は
い
つ
解
け
る
の
で
し
ょ
う
。
解

け
た
時
か
ら
本
当
の
幼
稚
園
生
活
が
始
ま
り

ま
す
。
頑
張
っ
て
我
慢
す
る
の
で
な
く
、
安
心

し
て
自
分
を
出
し
、
思
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き

る
幼
稚
園
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。　

　

親
も
子
も
、
不
安
と
緊
張
で
始
ま
る
社
会
生

活
の
第
一
歩
で
す
が
、
じ
っ
く
り
と
、
共
に
歩

い
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

問い合わせ　美術博物館　 38-5432(〒659-0052　伊勢町12-25)

広報あしや●　平成18年（2006年）５月１ 日号　No.939
2

問い合わせ　学校教育課　 38-2087

「芦屋の緑の保全と推進によるまちづくり」

市民委員を募集します

　市では、緑の基本計画の策定を予定しています。

　この計画は、緑地の保全から公園緑地の整備、その他公共公

益施設や民有地の緑化の推進まで、まちの緑全般についての将

来のあるべき姿と、それを実現するための施策を明らかにする

ものです。次のとおり、市民委員を募集します。

■資格　18歳以上の市民(２人以内)

■活動　６月～平成19年３月末（予定）。月１～２回(２～３時間

　　　　程度)開催。※平日の夜間、または土・日曜日に開催。

■応募　５月25日(木)＜消印有効＞までに、住所・氏名・電話

　　　　番号・生年月日・性別を記入し、作文「芦屋の緑の保全と

　　　　推進によるまちづくり」（800字以内）を添えて、下記へ。

　　　　※書式は自由です。応募原稿は返却できません。

問い合わせ　都市計画課　 38-2109/FAX38-2164
(〒659-8501 住所不要) 

Ｅメール:info@city.ashiya.hyogo.jp

　国民年金制度は､20歳になればすべての人が被保険者となり、学生も国民年金に加入し

て国民年金保険料を期日までに納付しなければなりません。しかし、本人の前年所得が

118万円（扶養親族等があれば、その人数に応じた額が加算）以下の場合は、卒業後に国

民年金保険料を納めることができる「学生納付特例制度」が適用されます(ただし、学生納

付特例非該当の学校が一部あります)。学生納付特例制度を申請されるかたは、年金手

帳・学生証・印鑑を持参の上、保険年金課年金担当窓口へお越しください。すでに、はが

きで申請をされているかたは、今回の申請は不要です。

●届出をされて承認されると納付は不要となりますが、①学生納付特例期間中に発生した

けがや病気により、重度の障害になった場合は、障害基礎年金の申請ができます。②学生

納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には参入されますが、年金額には反映され

ない期間となります。③学生納付特例を承認された月から10年以内に保険料を納付すれば

通常に納付された期間と同様の取り扱いとなります（ただし、追納する年度が免除を受けた

月から３年を経過した場合は、経過した年数に応じて加算された額となります）。

●学生以外のかたには、申請免除・若年者納付猶予制度があります。申請を希望されるか

たは、保険年金課年金担当へお問い合せください。

年　　金
■日時　５月10日（水）正午～午後３時　■会場　市役所北館２階

会議室３　■持ち物　年金手帳（基礎番号通知書または納付書）・

印鑑　■その他　本人以外の相談には委任状が必要です。

問い合わせ　西宮社会保険事務所　 0798-33-1285

国民年金からのお知らせ
学生の皆さんへ

問い合わせ

保険年金課年金担当　 38-2036

　
　
　

お
お
む
ね
六
十
五
歳
以
上
の
か
た

　
　

を
対
象
と
し
て
、
「
さ
わ
や
か
体
操
教

　
　

室
」
を
次
の
二
カ
所
で
開
催
し
ま
す
。

　
　

運
動
ト
レ
ー
ナ
ー
と
一
緒
に
、
さ
わ
や

　
　

か
に
汗
を
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
　
　

い
ず
れ
も
参
加
費
は
無
料
で
す
が
、

　
　

事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。

　

■
呉
川
介
護
予
防
セ
ン
タ
ー（
仮
称
）

　
　

日　

時　

五
月
十
九
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　

午
後
一
時
三
〇
分
～
三
時

　
　

内　

容　

い
す
を
使
っ
た
体
操
、
バ
ラ

介護予防事業
のお知らせ

問い合わせ
高年福祉課　 38-2044

　
　
　
　
　

ン
ス
運
動

　

持
ち
物　

お
茶
、
タ
オ
ル

　

予　

約　

高
年
福
祉
課

■
あ
し
や
喜
楽
苑　

地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス

　

日　

時　

五
月
十
七
日
（
水
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
～
十
一
時
三
〇
分

　

内　

容　

い
す
を
使
っ
た
体
操
、
バ
ラ

　
　
　
　
　

ン
ス
運
動

　

持
ち
物　

お
茶
、
タ
オ
ル

　

予　

約　

潮
見
高
齢
者
生
活
支
援
セ
ン

　
　
　
　
　

タ
ー
（
あ
し
や
喜
楽
苑
内　

　
　
　
　
　

　

４
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地
方
税
法
等
が
一
部
改
正
さ
れ
ま
し
た

　
　
　
　

地
方
税
法
お
よ
び
市
税
条
例
の

　
　
　

一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ

　
　
　

の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
個
人
市
民
税
・
県
民
税
】                  

　

均
等
割
お
よ
び
所
得
割
の
非
課
税
限
度

額
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

■
均
等
割　

二
十
二
万
円
↓
二
十
一
万
円

　

*
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
、
本
人
・

　
　

控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養
親
族
の
合
計

　
　

人
数
に
三
十
五
万
円
を
掛
け
た
金
額

　
　

に
、
加
算
さ
れ
る
額
の
引
き
下
げ
。

■
所
得
割　

三
十
五
万
円
↓
三
十
二
万
円

　

*
前
年
中
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額

　
　

が
、
本
人
・
控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養

　
　

親
族
の
合
計
人
数
に
三
十
五
万
円
を

　
　

掛
け
た
金
額
に
、
加
算
さ
れ
る
額
。

※
い
ず
れ
も
、
控
除
対
象
配
偶
者
か
扶
養
親

族
が
あ
る
場
合
の
み
加
算
さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
課
税
課
市
民
税
担
当
ま
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

課
税
課
市
民
税
担
当　

　

２
０
１
６
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不動産公売

【対象物件】

■所在地　山手町156番2　■面積　328.12㎡

■見積価額　84,786,000円（公売保証金850万円）

※入札には、どなたでも参加できます。

【公売日程】

■日時　５月31日(水)午前11時～11時30分

■会場　市役所北館２階会議室３

※午前10時40分までに、ご来場ください。

納付等により、中止になる場合があります。

【現地説明会】　

■日時　５月14日(日)正午～午後３時(現

地集合)　■その他　駐車場はありません。

※公売物件の詳細は、公売広報、市のホー

ムページを参照してください。

美術博物館の講座＜ＡＭＭ自主事業＞

古美術・骨董を楽しむ 古文書入門講座

■日程　５月27日～９月23日＜全５回＞

毎月第４土曜日・午後２時～３時30分　

■会場　美術博物館講義室　■定員　

40人　■受講料　10,500円　■内容　

身近に骨董を楽しむポイント紹介　■

講師　研究者、コレクター、骨董商等。

■申し込み　往復はがきに、希望講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、

　　　　　　５月17日(水)＜必着＞までに、下記へ。

　※講座「古美術・骨董を楽しむ」については、定員に満たない場合は開講しないことがあります。

■日程　５月24日～９月27日＜全５回＞

毎月第４水曜日・午後２時～３時30分　

■会場　美術博物館講義室　■定員　

30人　■受講料　5,000円　■内容　

古文書入門講座。芦屋ゆかりの古文書

を、分かりやすく紹介します。

の環境整備について

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い　

　

市
で
は
、
こ
れ
ま

で
芦
屋
川
や
宮
川
を

大
切
に
「
川
を
愛
し
、

共
に
暮
ら
す
」
こ
と

を
基
本
と
し
て
、
県

と
と
も
に
河
川
行
政

を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
芦
屋

川
に
つ
い
て
は
一
定

の
整
備
が
進
め
ら
れ
、

散
策
の
場
や
憩
い
の

場
、
ま
た
観
察
の
場

と
し
て
、
多
く
の
市

民
の
皆
さ
ん
に
利
用

さ
れ
、
親
水
性
豊
か

な
空
間
と
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
宮
川
に
つ

い
て
は
親
水
性
と
い

う
観
点
か
ら
は
あ
ま

り
手
が
付

け
ら
れ
て

お
ら
ず
、

今
後
は
市

民
に
身
近

な
自
然
を

有
す
る
都

市
河
川
と

し
て
環
境

の
保
全
や
創
出
を
図
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
宮
川
の
環
境
整
備
を
県
と
と
も

に
進
め
る
に
あ
た
り
、
国
道
四
三
号
か
ら
旧

防
潮
堤
ま
で
の
区
間
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆

さ
ん
に
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
、

ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
の
ご
意
見
を
集
約
し
、
五
月
か
ら

七
月
に
か
け
、
付
近
住
民
の
か
た
と
専
門
家

に
よ
る
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
実
施
す
る

予
定
で
す
。
ご
意
見
を
お
待
ち
し
ま
す
。　

■
締
め
切
り　

五
月
三
十
一
日
（
水
）
ま
で

■
提
出
方
法　

様
式
自
由
。
郵
送
、
ま
た
は

　
　
　
　
　
　

メ
ー
ル
で
上
記
へ
。

　

※
氏
名
・
住
所
も
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

問い合わせ　下水道課　 38-2064
(〒659-8501 住所不要) 　Ｅメール:info@city.ashiya.hyogo.jp

宮　川　～西蔵橋以南～


